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公益社団法人北海道浄化槽協会



機能保証制度の概要（１/４）

目 的

〇 浄化槽の機能に異常があると判定された場合、設置者を保護

〇 必要に応じた措置を講じる制度を設けて浄化槽の信頼を確保

対象となる浄化槽

〇 全浄連に保証登録を行ったもの

※ 浄化槽に接続する流入管、放流管を含む配管設備とその附帯設備は対象外

〇 「全国浄化槽推進市町村協議会（全浄協）」の

「浄化槽設置整備事業に係る浄化槽登録要領」に基づき登録された浄化槽

※ 浄化槽法第１３条に基づく「型式認定」を受けた１０人槽以下の浄化槽

保証登録期間

〇 １０年間



機能保証制度の概要（２／４）

保証制度のメリット

〇 浄化槽業界の負担で、家庭の浄化槽を保証

〇 万一、施工に起因した機能異常が発生した場合でも、

全浄連に設けられた機能保証運営のための特定資産で対応するので安心

〇 家庭、市町村、工事業者の信頼が向上

保証の限度額

〇 環境省の浄化槽整備交付金の基準額の範囲内

＜参考＞（現行の交付要領による）

浄化槽（北海道）高度処理型は別途

５人槽 ＝ ９７８，０００円

６～７人槽 ＝ １，１８８，０００円

８～１０人槽 ＝ １，６６８，０００円



保証の対象となる機能異常

施工に起因した 「漏水」「破損」「変形」

「槽の浮上・沈下」「水平の狂い」「内部設備の固定不良」

その他全浄連会⾧が認めたもの

当該浄化槽製造業者の倒産による場合

※ 全浄連「浄化槽施工マニュアル」、市町村が定めた施工基準に適合し
ていることが条件

機能保証制度の概要（３／４）



浄化槽設計施工の手引き
（浄化槽施工マニュアル）



対象とならないもの

保証登録浄化槽の製造上又は維持管理上の不備による場合

自然災害による場合

火災、爆発、暴動等偶然かつ外来の事故による場合

施工基準に合致しない施工による場合

保証登録浄化槽の管理者又は使用者の著しく不適切な維持管理

通常予測される使用状態と著しく異なる使用による場合

保証登録浄化槽の通常使用によって生じる経年劣化の場合

機能保証制度の概要（４／４）



保証登録申請（１／２）

保証登録申請書

５枚複写（ 一括記載・提出）

①全浄連・各県協会用

②申請電子データ入力用

③市町村用（保証登録証）

④設置者用（保証登録証）

⑤申請者用（保証登録証）

浄化槽工事業者が作成

北海道浄化槽協会に一括して提出

※ 設置前でもＯＫ

登録手数料

・会員業者 ３，８００円／件

・一般業者 ９，８００円／件



保証登録の流れ

① 申請書の入手

申請書は「該当市町村」及び「北海道浄化槽協会総務部」で無料配布

② 申請・手数料振込（北海道浄化槽協会あて）※持参も可能。

③ 申請内容・手数料入金確認／証明印押印（北海道浄化槽協会）

工事業者に返送 「市町村用（保証登録証）」「申請者用（保証登録証）」

※ 登録済みシールを同封（設置浄化槽周辺に貼付）

設置者に送付 「設置者用（保証登録証）」

保証登録申請（２／２）

浄化槽機能保証制度

登録済証
△△△△年度

保証登録番号 0100-△△-00000
公益社団法人北海道浄化槽協会

※この浄化槽は、使用開始の日から10年間、保証制度

の対象として登録されています。



機能異常が発生した場合

① 浄化槽管理者／浄化槽保守点検業者／清掃業者等が機能異常を発見

※ この段階で北海道浄化槽協会に相談いただくと流れがスムーズ

② 浄化槽管理者が北海道浄化槽協会に保証申立書を提出

③ 北海道浄化槽協会事務局で事前審査（状況に応じて現地調査）

明らかに修補対象外と判断される事例を除き補修見積を聴取

５０万円以下 ＝ 地方審査委員会で審査（北海道浄化槽協会）

５０万円超え ＝ 中央審査委員会で審査（全浄連）

保証の流れ

修補対象決定 修補対象外



修補事例（北海道）

備考内容年

・槽の側壁変形→現地調査、施工業者改善（常呂町）対象外平成８年
（１９９６年）

・槽の破損→現地調査、入替工事（羅臼町）全浄連制度 適用平成１４年
（２００２年）

・槽の破損→現地調査、修繕。施工方法問題（羅臼町）対象外平成１９年
（２００７年）

・水位低下→保証期間経過のため、対象外（江別市）対象外平成２０年
（２００８年）

・→保証期間経過のため、対象外（函館市）対象外平成２１年
（２００９年）

・ろ材押さえ破損→現地調査、メーカー対応（帯広市）対象外平成２４年
（２０１２年）

・→保証期間経過のため、対象外（日高町）対象外平成２５年
（２０１３年）

・嫌気１室２室のろ材浮上→現地調査、修繕（帯広市）全浄連制度 適用
平成２６年

（２０１４年）
・水位低下→現地調査、修繕（日高町）北海道制度 適用

・ろ材脱落→現地調査、修繕（帯広市）全浄連制度 適用平成２７年
（２０１５年）

・水位低下→現地調査、修繕（七飯町）全浄連制度 適用令和５年
（２０２３年）

・水位低下→現地調査、修繕（岩見沢市）全浄連制度 適用令和７年
（２０２５年）



事例① R5（2023）水位低下（七飯町）

対象浄化槽

・設置場所 一般住宅

・対象浄化槽 前澤化成工業株式会社 ＶＲＣⅡ－７ ７人槽

・使用開始 ２０１８年２月２８日

機能異常の状況

・「消毒槽」と「処理水槽」の水位が同じ（処理水槽の水位が低下）

・消毒槽の水を除去したところ、越流ぜきを経由せずに、消毒槽の水位上昇

・流入箇所の特定はできないが、消毒槽底部に小さな亀裂の可能性



R5（2023）水位低下（七飯町）修補の状況（１/３）



R5（2023）水位低下（七飯町）修補の状況(２/３）



R5（2023）水位低下（七飯町）修補の状況（３/３）



事例② R7（2025）水位低下（岩見沢市）

対象浄化槽

・設置場所 一般住宅

・対象浄化槽 フジクリーンＣＡ－５ ５人槽

・使用開始 ２０２２年８月２０日

・補修歴 ２０２３年１０月 水位低下を確認し施工業者が亀裂部位を確認
しFRP補修

機能異常の状況

・接触ろ床槽及び処理水槽の水位低下

・槽底部２か所以上からの槽内水流出（修補を試みるも破損個所は特定できず）

・浄化槽の底部に最低２ヶ所の破損が想定され、部分的に修補した場合、槽の強

度を損なう恐れが高く、また修補により機能回復しなかった場合の信頼確保の
観点から、地方審査委員会としては本体の入替工事が妥当と判断。



破損個所確認 R7（2025）水位低下（岩見沢市）（１/２）

コンクリート解体 コンクリート解体

掘削 掘削

放流側
放流側

建物側掘削

修補歴箇所



コンクリート解体 コンクリート解体

掘削 掘削

破損個所確認 R7（2025）水位低下（岩見沢市）（２/２）

修補歴箇所
流出箇所無（写真は漏水溜水）

外側流出

修補困難と判断し埋戻し



住宅

浄化槽
掘削

掘削

掘削
◆ 修理済み箇所（槽底部Ｒ部分）

※ 流出箇所無（写真は漏水溜水）

◆ 生物処理槽の水位を上げると槽底部と基礎間から流出水

※ 反対側の修理済み箇所からの流出水は無

流入

放流

流出



R7（2025）水位低下（岩見沢市）修補の状況（１/４）

コンクリート解体 コンクリート解体

掘削 掘削



R7（2025）水位低下（岩見沢市）修補の状況（２/４）

底部破損部位 底部破損部位

ベースコンクリート確認 新浄化槽搬入



R7（2025）水位低下（岩見沢市）修補の状況（３/４）

本体搬入 本体搬入・水張

埋戻し 埋戻し



R7（2025）水位低下（岩見沢市）修補の状況（４/４）

エアー・臭突配管 スラブ配筋・型枠

スラブコンクリート打設 完成


